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規 則

　

  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

　 　 　 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横

浜 市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 備 考 ８ 中 「 Ｋ 0102 の 」 を 「 Ｋ 0102 ― ３ の 」 に 改 め る

。

  別 表 第 の ２ の 備 考 ５ 中 「 Ｋ 0102 の ８ 」 を 「 Ｋ 0102 ― １ の ７ 」

に 改 め 、 同 表 の ２ の 備 考 ５ 中 「 Ｋ 0102 の 10.2 」 を 「 Ｋ 0102 ― １ の

11.3 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

10

80

15

17

11 59 18

12 (２)

(３)
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  横 浜 市 民 生 委 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 民 生 委 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改

　 　 　 正 す る 規 則

  横 浜 市 民 生 委 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜

市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  本 則 中 「 4,214 人 」 を 「 4,226 人 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

10

81

27

18
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4

横浜市報　定期第211号　令和７年10月３日



告 示

　

横 浜 市 告 示 第 380 号

　 　 　 令 和 ７ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） ほ か １ 件

　 　 　 の 要 領 公 表

  令 和 ７ 年 ９ 月 日 の 市 議 会 に お い て 議 決 を 得 た 令 和 ７ 年 度 横 浜 市

一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） ほ か １ 件 の 要 領 を 、 別 冊 の と お り 公 表

す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

25

10
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横 浜 市 告 示 第 381 号

　 　 　 横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 告 示 内 容 の 変

　 　 　 更

  横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 条 の ４ の

３ の 規 定 に よ る 控 除 対 象 寄 附 金 に つ い て 、 そ の 告 示 し た 内 容 に 次 の

と お り 変 更 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 令 和 ３ 年 ７ 月 横 浜

市 告 示 第 430 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更

変 更 年 月

日

法 人 又 は 団 体 の

名 称

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間

令 和 ７ 年

８ 月 ８ 日

学 校 法 人 捜 真 バ

プ テ ス ト 学 園

神 奈 川 区 栗 田 谷

番 号

令 和 ３ 年 １ 月 １

日 か ら 令 和 ７ 年 ８

月 ４ 日 ま で 及 び 令

和 ７ 年 ８ 月 ８ 日 か

ら 令 和 年 ８ 月 ７

日 ま で

令 和 ３ 年 １ 月 １

日 か ら 令 和 ７ 年 ８

月 ４ 日 ま で

25 34 29

10

42 43

(新)

12

(旧)
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横 浜 市 告 示 第 382 号

　 　 　 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 全 部 の 効 力 の 停

　 　 　 止

  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 の 第 ８ 号 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 全 部 の 効

力 を 停 止 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

事 業 者 の

名 称

事 業 所 の

名 称

事 業 所 の

所 在 地

指 定 効 力

停 止 の 範

囲

指 定 効 力

停 止 期 間

サ ー ビ ス

の 種 類

リ ン ク 株

式 会 社

優 楽 亭 デ

イ サ ー ビ

ス 磯 子 区

中 原

磯 子 区 中

原 一 丁 目

２ 番 ３ 号

全 部 効 力

停 止 ６ か

月 間

令 和 ７ 年

月 １ 日

か ら 令 和

８ 年 ３ 月

日 ま で

地 域 密 着

型 通 所 介

護

78 10

10

10

31
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横 浜 市 告 示 第 383 号

　 　 　 指 定 納 付 受 託 者 の 名 称 及 び 所 在 地 の 変 更

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 231 条 の ２ の ３ 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 、 指 定 納 付 受 託 者 の 名 称 及 び 所 在 地 の 変 更 の 届 出 が あ っ た

の で 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 告 示 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 納 付 受 託 者 の 名 称

    変 更 前

      ソ ニ ー ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス 株 式 会 社

    変 更 後

      Ｓ Ｐ ． Ｌ Ｉ Ｎ Ｋ Ｓ 株 式 会 社

２   指 定 納 付 受 託 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    変 更 前

      東 京 都 港 区 高 輪 １ 丁 目 ３ 番 号

    変 更 後

      東 京 都 港 区 芝 浦 ３ 丁 目 １ 番 １ 号

３   指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 歳 入

    横 浜 市 市 民 利 用 施 設 予 約 シ ス テ ム に お け る 登 録 料 等

４   変 更 日

    令 和 ７ 年 月 １ 日

 

22 67

10

(１)

(２)

(１)

13

(２)

10
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横 浜 市 告 示 第 384 号

　 　 　 保 存 す べ き 緑 地 の 指 定

  緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

保 存 す べ き 緑 地       指 定 地 域       指 定 期 間

（ 仮 称 ） 台 村 市

民 の 森

緑 区 台 村 町 703 番 の １

、 703 番 の ２ 、 728 番

、 733 番 か ら 736 番 ま

で 、 738 番 、 739 番 、

741 番 か ら 743 番 ま で

、 744 番 の １ 、 744 番

の ３ 、 747 番 、 748 番

、 749 番 の １ 、 750 番

の ２ 、 754 番 、 756 番

か ら 758 番 ま で 及 び 1,1

40 番 の

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

 

鴨 居 原 市 民 の 森 緑 区 鴨 居 町 2,517 番 の

１ 、 2,517 番 の ８ 、 2,5

17 番 の ９ 、 2,551 番 の

１ 、 2,551 番 の ４ 、 2,5

51 番 の ７ か ら 2,551 番

の ９ ま で 、 2,579 番 の

１ 及 び 2,580 番

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

 

新 治 市 民 の 森 緑 区 新 治 町 858 番 の １

、 858 番 の ４ 、 858 番

の ８ 、 858 番 の ９ 、 85

9 番 の １ 、 859 番 の ２

、 860 番 、 864 番 、 86

8 番 、 869 番 、 870 番

の １ か ら 870 番 の ４ ま

で 、 871 番 の １ か ら 87

1 番 の ４ ま で 、 872 番

の １ 、 872 番 の ２ 、 87

3 番 、 874 番 、 875 番

の １ 、 875 番 の ２ 、 87

6 番 か ら 879 番 ま で 、 8

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

48 47

10

61

9
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80 番 の １ 、 880 番 の ２

、 881 番 の １ か ら 881

番 の ３ ま で 、 882 番 、

883 番 、 884 番 の ２ 、

885 番 の １ 、 885 番 の

２ 、 886 番 、 894 番 の

１ 、 894 番 の ８ 、 898

番 の ６ 、 901 番 の １ 、

901 番 の ２ 、 911 番 の

２ 、 919 番 の ３ 、 920

番 の １ 、 920 番 の ２ 、

928 番 、 929 番 の １ 、

929 番 の ２ 、 931 番 の

１ 、 933 番 の １ 、 954

番 の １ 、 955 番 の １ 、

955 番 の ２ 、 983 番 か

ら 986 番 ま で 、 990 番

か ら 1,001 番 ま で 、 1,0

03 番 の １ か ら 1,003 番

の ４ ま で 、 1,004 番 か

ら 1,008 番 ま で 、 1,00

9 番 の １ 、 1,009 番 の

２ 、 1,010 番 、 1,011

番 、 1,013 番 、 1,014

番 、 1,015 番 の １ か ら

1,015 番 の ３ ま で 、 1,0

16 番 の ４ か ら 1,016 番

の ま で 、 1,017 番 か

ら 1,023 番 ま で 、 1,02

3 番 の ２ 、 1,024 番 の

１ 、 1,024 番 の ２ 、 1,0

25 番 の １ 、 1,025 番 の

９ 、 1,026 番 か ら 1,03

9 番 ま で 、 1,041 番 の

１ 、 1,041 番 の ７ 、 1,0

42 番 か ら 1,045 番 ま で

、 1,046 番 の １ 、 1,04

6 番 の ２ 、 1,048 番 、

1,050 番 か ら 1,061 番

ま で 、 1,069 番 か ら 1,0

11

10
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71 番 ま で 、 1,074 番 か

ら 1,076 番 ま で 、 1,07

8 番 、 1,080 番 の １ 、

1,082 番 の １ 、 1,082

番 の ２ 、 1,083 番 、 1,0

84 番 、 1,085 番 の １ 、

1,085 番 の ２ 、 1,086

番 の ２ 、 1,089 番 、 1,0

93 番 、 1,094 番 、 1,09

6 番 か ら 1,098 番 ま で

、 1,099 番 の １ 、 1,09

9 番 の ２ 、 1,100 番 、

1,101 番 の ３ 、 1,104

番 か ら 1,107 番 ま で 、

1,114 番 の １ 、 1,114

番 の ６ 、 1,118 番 、 1,1

19 番 の １ 、 1,119 番 の

２ 、 1,120 番 、 1,122

番 の １ か ら 1,122 番 の

３ ま で 、 1,123 番 、 1,1

25 番 、 1,126 番 の １ 、

1,127 番 の ２ 、 1,129

番 、 1,130 番 、 1,132

番 の １ 、 1,132 番 の ２

、 1,133 番 か ら 1,139

番 ま で 、 1,141 番 、 1,1

48 番 か ら 1,150 番 ま で

、 1,151 番 の １ 、 1,15

1 番 の ２ 、 1,152 番 か

ら 1,157 番 ま で 、 1,17

5 番 、 1,176 番 の １ 、

1,176 番 の ２ 、 1,177

番 の １ 、 1,177 番 の ２

、 1,178 番 、 1,179 番

、 1,180 番 の １ か ら 1,1

80 番 の ３ ま で 、 1,181

番 の １ 、 1,181 番 の ２

、 1,183 番 か ら 1,187

番 ま で 、 1,188 番 の １

、 1,188 番 の ２ 、 1,18

11
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9 番 、 1,190 番 の １ 、

1,190 番 の ２ 、 1,191

番 、 1,192 番 の １ 、 1,1

93 番 の 、 1,194 番 、

1,199 番 の １ 、 1,199

番 の ２ 、 1,200 番 、 1,2

01 番 の １ 、 1,209 番 、

1,211 番 か ら 1,215 番

ま で 、 1,216 番 の １ 、

1,216 番 の ２ 、 1,218

番 か ら 1,222 番 ま で 、

1,309 番 の １ 、 1,309

番 の ２ 、 1,310 番 か ら

1,313 番 ま で 、 1,314

番 の １ 、 1,315 番 か ら

1,324 番 ま で 、 1,326

番 か ら 1,335 番 ま で 、

1,336 番 の １ 、 1,336

番 の ２ 、 1,337 番 の ５

、 1,340 番 、 1,341 番

、 1,344 番 か ら 1,347

番 ま で 、 1,348 番 の １

、 1,348 番 の ２ 、 1,35

0 番 、 1,352 番 、 1,35

3 番 、 1,359 番 か ら 1,3

65 番 ま で 、 1,368 番 か

ら 1,371 番 ま で 、 1,37

6 番 、 1,379 番 か ら 1,3

82 番 ま で 、 1,383 番 の

１ 、 1,383 番 の ２ 、 1,3

84 番 か ら 1,386 番 ま で

、 1,388 番 の １ 、 1,38

9 番 の １ 、 1,390 番 、

1,393 番 、 1,394 番 、

1,396 番 か ら 1,399 番

ま で 、 1,402 番 、 1,40

3 番 、 1,409 番 、 1,41

1 番 の １ 、 1,411 番 の

２ 、 1,413 番 、 1,416

番 、 1,417 番 、 1,429

11

12
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番 か ら 1,431 番 ま で 、

1,432 番 の １ か ら 1,43

2 番 の ３ ま で 、 1,433

番 、 1,497 番 の ３ 、 1,4

97 番 の ７ か ら 1,497 番

の ま で 、 1,499 番 の

１ 、 1,499 番 の ２ 、 1,5

00 番 、 1,501 番 、 1,50

9 番 、 1,511 番 、 1,51

2 番 、 1,516 番 、 1,52

3 番 、 1,530 番 の ２ 、

1,535 番 、 1,536 番 及

び 1,540 番 か ら 1,542

番 ま で

緑 区 三 保 町 番 の ５ 、

番 、 番 の １ 、 番

、 番 の ２ 、 番 、

番 の ３ 、 番 、 番 の

１ 、 番 の ２ 、 137 番

の 、 137 番 の 、 21

4 番 の １ 、 214 番 の ２

、 215 番 の １ 、 222 番

の １ 、 1,148 番 の １ 、

1,152 番 の １ 、 1,152

番 の ２ 、 1,154 番 、 1,1

55 番 の ２ 、 1,155 番 の

４ 、 1,156 番 、 1,159

番 の １ 、 1,159 番 の ２

、 1,162 番 、 1,168 番

の ３ 、 1,169 番 の １ 、

1,228 番 の ２ 、 2,815

番 の 、 2,815 番 の

、 2,815 番 の 、 2,81

5 番 の 、 2,815 番 の

135 、 2,815 番 の 144

、 2,815 番 の 145 及 び

2,815 番 の 147

長 津 田 宿 市 民 の

森

緑 区 長 津 田 町 2,344 番

の １ 、 2,353 番 の １ 、

2,354 番 の １ 、 2,354

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

10

17

24 28 29

30 31 32

90 91

91

13 16

44 81

83

97

13
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番 の ２ 、 2,356 番 、 2,3

57 番 の １ 及 び 2,374 番

の １

14
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 547 号

　 　 　 市 有 地 の 売 払 い に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行

  次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

契 約 事 務 受 任 者                

横 浜 市 財 政 局 長   松   井   伸   明

１   競 争 入 札 に 付 す る 事 項

    件 名

      市 有 地 の 売 払 い

    物 件 の 所 在 等

物 件

番 号
土 地 の 所 在 地 目 地 積 （ ㎡ ）

2861 鶴 見 区 浜 町 ２ 丁 目 ９ 番 の 宅 地     43.15

2862 鶴 見 区 浜 町 ２ 丁 目 ９ 番 の 宅 地     34.63

2863 南 区 八 幡 町 番 の ２ ほ か
宅 地

山 林

  1,630.26

（ 1,628.89 ）

2864
保 土 ケ 谷 区 法 泉 三 丁 目 315 番

の
宅 地     169.39

2865
港 北 区 高 田 東 四 丁 目 824 番 の

８
宅 地      38.90

2866 栄 区 笠 間 二 丁 目 873 番 の ４ 宅 地     302.39

2867 栄 区 笠 間 二 丁 目 875 番 の 宅 地     189.95

2868 栄 区 笠 間 二 丁 目 875 番 の 宅 地     187.89

2869 栄 区 笠 間 二 丁 目 875 番 の 宅 地     183.22

2870 泉 区 ゆ め が 丘 番 の ２ 宅 地     708.53

      地 積 欄 は 、 登 記 記 録 上 の 面 積

      た だ し 、 物 件 番 号 2863 番 は 地 積 測 量 図 面 積 、 （   ） 内 が 登 記

    記 録 上 の 面 積

    最 低 売 却 価 格

物 件 番 号 2861 番 10,380,000 円

物 件 番 号 2862 番 7,270,000 円

物 件 番 号 2863 番 119,990,000 円

物 件 番 号 2864 番 15,280,000 円

物 件 番 号 2865 番 11,450,000 円

物 件 番 号 2866 番 66,350,000 円

物 件 番 号 2867 番 47,870,000 円

物 件 番 号 2868 番 46,110,000 円

10

(１)

(２)

17

19

11

12

10

11

14

64

(３)
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物 件 番 号 2869 番   53,450,000 円

物 件 番 号 2870 番 130,020,000 円

    入 札 に 付 す 条 件

      市 有 地 公 募 売 却 事 業 一 般 競 争 入 札 売 払 募 集 要 領 （ 以 下 「 募 集

    要 領 」 と い う 。 ） に よ る 。

２   入 札 参 加 資 格

    地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 238 条 の ３ の 規 定 に 該

    当 し な い 者 で あ る こ と 。

    地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 年 政 令 第 号 ） 第 167 条 の ４ の 規

    定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

    横 浜 市 の 市 有 地 一 般 競 争 入 札 売 払 へ の 入 札 参 加 資 格 を 停 止 さ

    れ て い る 者 で な い こ と 。

    横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

    ２ 条 又 は 第 ７ 条 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

    神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 年 神 奈 川 県 条 例 第 号 ） 第

    条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 す る 事 実 が な い 者 で あ る こ と 。

    無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

    年 法 律 第 147 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 処 分 を 受 け て い る 団

    体 若 し く は そ の 代 表 者 、 主 幹 者 そ の 他 の 構 成 員 又 は 当 該 構 成 員

    を 含 む 団 体 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

３   募 集 要 領 の 交 付

    交 付 期 間

      令 和 ７ 年 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜

    日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規

    定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で ）

    交 付 場 所

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ

      マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ほ か

      電 話   045 2264

４   入 札 参 加 申 込 の 受 付

    受 付 期 間

      令 和 ７ 年 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で

    受 付 場 所

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ

      マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課

      電 話   045 2264

    受 付 方 法

(４)

(１) 22 67

(２) 22 16

(３)

(４) 23 12 51

(５) 22 75

23

(６)

11

(１)

10 11 11

23

45

(２)

50 10

(671)

(１)

10 28 11 11

(２)

50 10

(671)

(３)
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      書 留 郵 便 又 は 横 浜 市 電 子 申 請 ・ 届 出 シ ス テ ム に よ る こ と 。

５   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所

    入 札

      令 和 ７ 年 月 ４ 日 ま で

      書 留 郵 便 で 必 着

      （ 宛 先 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

              横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ

              シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ

              ン ト 推 進 課

    開 札

      令 和 ７ 年 月 ９ 日

      （ 所 在 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      （ 会 場 名 ） 横 浜 市 役 所 会 議 室   み な と １ 、 ２ 、 ３

６   入 札 保 証 金

    入 札 者 は 、 入 札 金 額 の 100 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 、 横 浜 市

  が 発 行 す る 納 付 書 に よ り 期 限 ま で に 横 浜 市 指 定 金 融 機 関 に 納 付 し

  な け れ ば な ら な い 。

７   入 札 の 無 効

    次 の 入 札 は 無 効 と す る 。

    第 ２ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札

    募 集 要 領 に お け る 入 札 要 領 第 ８ 条 に 定 め る 入 札

８   契 約 書 作 成 の 要 否

    横 浜 市 が 定 め る 売 買 契 約 書 に よ る 契 約 書 の 作 成 を 要 す る 。

 

(１)

12

50 10

(２)

12

50 10

(１)

(２)
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横 浜 市 公 告 第 548 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      オ ー ケ ー 妙 蓮 寺 店

      港 北 区 菊 名 一 丁 目 ９ 番 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      オ ー ケ ー 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   二   宮   涼 太 郎

      西 区 み な と み ら い 六 丁 目 ３ 番 ６ 号

    変 更 し よ う と す る 事 項

変 更 し よ う と す る

事 項
    変   更   前         変   更   後    

駐 車 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      前 ） 記 載 の と

      お り

収 容 台 数   台

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      後 ） 記 載 の と

      お り

収 容 台 数   台

荷 さ ば き 施 設 の 位

置 及 び 面 積

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      前 ） 記 載 の と

      お り

面 積   ㎡

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      後 ） 記 載 の と

      お り

面 積   33.30 ㎡

廃 棄 物 等 の 保 管 施

設 の 位 置 及 び 容 量

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      前 ） 記 載 の と

      お り

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      後 ） 記 載 の と

      お り

10 91

10

(１)

33

(２)

(３)

25 19

33
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容 量   39.43 ㎥ 容 量   8.88 ㎥

駐 車 場 の 自 動 車 の

出 入 口 の 数 及 び 位

置

数   入 口 ２ か 所 、 出

    口 ２ か 所

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      前 ） 記 載 の と

      お り

数   入 口 １ か 所 、 出

    口 １ か 所

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更

      後 ） 記 載 の と

      お り

  （ 添 付 図 面 は 省 略 ）

    変 更 す る 年 月 日

      令 和 ８ 年 ５ 月 日

    変 更 す る 理 由

      営 業 計 画 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

(４)

20

(５)

19

50 10

19
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横 浜 市 公 告 第 549 号

　 　 　 公 園 の 区 域 の 変 更

  横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

公 園 の 名 称 位 置 変 更 に 係

る 区 域

面       積 変 更 年 月

日
新 旧

天 王 森 泉 公

園

泉 区 和 泉

町 308 番

の １ ほ か

別 図 の と

お り

39,171 ㎡ 38,034 ㎡ 令 和 ７ 年

月 ３ 日

  別 図 （ 省 略 ）

 

33 11

10

10

20
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横 浜 市 公 告 第 550 号

　 　 　 土 地 改 良 区 の 役 員 就 退 任 の 届 出

  土 地 改 良 法 （ 昭 和 年 法 律 第 195 号 ） 第 条 第 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 市 都 筑 区 東 方 北 部 土 地 改 良 区 か ら 次 の と お り 役 員 が 退 任 し

、 及 び 就 任 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   退 任 し た 役 員 の 住 所 及 び 氏 名

  役 員 の 別             住     所       氏   名

  理   事   都 筑 区 折 本 町 1,803 番 地     吉   川   秀   雄

２   就 任 し た 役 員 の 住 所 及 び 氏 名

  役 員 の 別             住     所       氏   名

  理   事   都 筑 区 池 辺 町 1,803 番 地   吉   川   清   一

24 18 18

10

21
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横 浜 市 公 告 第 551 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 一 部 の 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

７ 年 ２ 月 横 浜 市 公 告 第 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解

除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    中 区 錦 町 番 の ８ 及 び 番 の ９ の 各 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    砒 素 及 び そ の 化 合 物

３   土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    鉛 及 び そ の 化 合 物

４   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 試 料 採 取 等 を 省 略 し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区

  域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略 し た 調 査 の 過 程 を 改 め て

  実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 及 び 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 す る こ

  と を 確 認 し た た め 。

14 53 11

85

10

38 38

22
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横 浜 市 公 告 第 552 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 一 部 の 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

７ 年 ６ 月 横 浜 市 公 告 第 299 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    中 区 錦 町 番 の ８ の 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化

  合 物

３   土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    鉛 及 び そ の 化 合 物

４   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 試 料 採 取 等 を 省 略 し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区

  域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略 し た 調 査 の 過 程 を 改 め て

  実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 又 は 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 す る こ

  と を 確 認 し た た め 。

14 53 11

10

38

23
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横 浜 市 公 告 第 553 号

　 　 　 環 境 影 響 評 価 方 法 書 の 縦 覧

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 条

例 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 と 東 名 高 速

道 路 を 直 結 す る 新 た な イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評

価 方 法 書 （ 以 下 「 方 法 書 」 と い う 。 ） の 提 出 が あ っ た の で 、 条 例 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 該 方 法 書 の 写 し を 次 の と お り 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

  方 法 書 に つ い て 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら の 意 見 を 有 す る 者 は 、 条 例

第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 縦 覧 期 間 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意

見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   条 例 第 条 第 １ 項 の 都 市 計 画 決 定 権 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 対 象 事 業 の 名 称

    旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 と 東 名 高 速 道 路 を 直 結 す る 新 た な

  イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業

３   都 市 計 画 対 象 事 業 が 実 施 さ れ る べ き 区 域

    瀬 谷 区 上 瀬 谷 町 、 五 貫 目 町 、 瀬 谷 町 及 び 目 黒 町 の 各 一 部

    起 点 ： 瀬 谷 区 瀬 谷 町

    終 点 ： 瀬 谷 区 瀬 谷 町

４   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 環 境 保 全 部 環 境 影 響 評 価 課

    瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 190 番 地

    横 浜 市 瀬 谷 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課

    東 京 都 町 田 市 森 野 ２ 丁 目 ２ 番 号

    町 田 市 環 境 資 源 部 環 境 共 生 課

    東 京 都 町 田 市 森 野 ２ 丁 目 ２ 番 号

    町 田 市 総 務 部 法 務 課

    東 京 都 町 田 市 金 森 ４ 丁 目 ５ 番 ６ 号

    町 田 市 市 民 部 南 市 民 セ ン タ ー

    大 和 市 下 鶴 間 １ 丁 目 １ 番 １ 号

    大 和 市 環 境 共 生 部 環 境 ・ 公 害 対 策 課

５   縦 覧 期 間

    令 和 ７ 年 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で

22 12 46
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18

20

10
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横 浜 市 公 告 第 554 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変   更

年 月 日

指 定

番 号

名   称 代 表 者 氏 名 営 業 所 所 在 地

令 和 ７ 年

８ 月 日

11740 株 式 会 社 日 成 熊   谷   幸   雄 中 区 山 元 町

３ 丁 目 126 番

地 の ６

中 区 山 元 町

３ 丁 目 127 番

地

11

10

11

(新)

(旧)

25
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横 浜 市 公 告 第 555 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 番 号 名   称 営 業 所 所 在 地 取 消 年 月 日

30230 有 限 会 社 イ ワ

マ 設 備

相 模 原 市 緑 区 根 小

屋 2,573 番 地 の ９

令 和 ７ 年 ８ 月 日

11

10

31

26
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横 浜 市 公 告 第 556 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 生 産 緑 地 地 区 の 変 更 案 の 縦 覧

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 生 産 緑 地 地 区 の 変 更 案 を 作 成 し た の で 、 都

市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る

同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧

に 供 す る 。

  こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 又 は 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 生 産 緑 地 地 区

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    追 加 す る 部 分

      な し

    削 除 す る 部 分

      港 南 区 日 野 南 一 丁 目 、 旭 区 川 井 本 町 、 都 筑 区 東 山 田 四 丁 目 及

    び 瀬 谷 区 阿 久 和 西 三 丁 目 地 内

    変 更 す る 部 分

      鶴 見 区 下 末 吉 六 丁 目 、 神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁 目 、 菅 田 町 及 び 西

    寺 尾 二 丁 目 、 港 南 区 日 野 四 丁 目 、 保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 、 旭 区 さ

    ち が 丘 、 中 希 望 が 丘 、 東 希 望 が 丘 及 び 本 村 町 、 港 北 区 新 吉 田 東

    八 丁 目 、 綱 島 台 及 び 日 吉 本 町 六 丁 目 、 緑 区 台 村 町 、 青 葉 区 あ か

    ね 台 一 丁 目 、 美 し が 丘 西 二 丁 目 、 荏 田 北 一 丁 目 、 荏 田 西 二 丁 目

    、 荏 田 西 三 丁 目 及 び す み よ し 台 、 都 筑 区 池 辺 町 、 荏 田 東 四 丁 目

    、 荏 田 南 三 丁 目 、 荏 田 南 五 丁 目 及 び す み れ が 丘 、 戸 塚 区 上 矢 部

    町 、 汲 沢 一 丁 目 及 び 矢 部 町 、 栄 区 飯 島 町 、 泉 区 和 泉 中 央 南 四 丁

    目 、 岡 津 町 及 び 中 田 西 四 丁 目 並 び に 瀬 谷 区 相 沢 六 丁 目 、 北 新 、

    五 貫 目 町 及 び 中 屋 敷 一 丁 目 地 内

３   縦 覧 期 間

    令 和 ７ 年 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で

４   縦 覧 場 所 及 び 意 見 書 提 出 先

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課

５   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間

    令 和 ７ 年 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で

６   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所

    横 浜 市 ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p s : / / w w w . c i t y . y o k o h a m a . l g .

  j p / b u s i n e s s / b u n y a b e t s u / k e n c h i k u / t o s h i k e i k a k u / t

  e t s u d u k i / 0 4 - z y u r a n - h / h o u t e i j y u u r a n n . h t m l ）

43 21
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横 浜 市 公 告 第 557 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 市 素 案 の 公 聴 会 の 開 催

　 　 　 の 中 止

  令 和 ７ 年 月 日 に 横 浜 市 中 川 西 地 区 セ ン タ ー 体 育 室 で 開 催 を 予

定 し て い た 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 市 素 案 に 係 る 公 聴 会 に

つ い て 、 公 述 申 出 期 間 終 了 ま で に 公 述 の 申 出 書 の 提 出 が な か っ た の

で 、 横 浜 市 都 市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ）

第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 公 聴 会 の 開 催 を 中 止 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

10 10

15 36

10
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横 浜 市 公 告 第 558 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ９ 月 日 第 2024 開 601 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    西 区 高 島 一 丁 目 １ 番 ２ 号

    三 井 不 動 産 レ ジ デ ン シ ャ ル 株 式 会 社

      執 行 役 員 横 浜 支 店 長   岡   本   達   哉

    東 京 都 江 東 区 新 木 場 １ 丁 目 番 ６ 号

    三 井 ホ ー ム 株 式 会 社

      代 表 取 締 役 社 長   野   島   秀   敏

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 1,168 番 の 、 1,168 番 の か ら 1,168

  番 の ま で 、 1,804 番 の ７ の 一 部 、 1,804 番 の か ら 1,804 番 の

  ま で 、 1,805 番 の ２ の 一 部 、 1,805 番 の ７ の 一 部 、 1,805 番 の

  ９ の 一 部 及 び 1,806 番 の ３ の 一 部

 

43 36

10

20

18

60 70

72 10

12
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横 浜 市 公 告 第 559 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ２ 月 日 第 2024 開 105 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    中 区 北 仲 通 ４ 丁 目 番 地

    グ ラ ン デ ホ ー ム 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   井   上   雄   介

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    鶴 見 区 東 寺 尾 北 台  1,556 番 の ２ 及 び  1,556 番 の か ら  1,556 番

  の ま で

43 36

10

27

45
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横 浜 市 公 告 第 560 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ５ ・ １ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 ３ 日

３   道 路 の 幅 員

    5.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    21.10 ｍ

５   指 定 の 場 所

    南 区 中 里 四 丁 目 479 番 の １

６   申 請 者 の 氏 名

    株 式 会 社 建 新

      代 表 取 締 役   大   口   隆   弘

25 42

10

10
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横 浜 市 公 告 第 561 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ・ ４ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    16.24 ｍ

５   指 定 の 場 所

    港 北 区 小 机 町 1,164 番 の

６   申 請 者 の 氏 名

    デ ッ ク ス 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   高   山   裕   司

25 42
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11
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横 浜 市 公 告 第 562 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

道 路 の 番

号 及 び 路

線 名

廃 止 年 月

日

道 路 の 幅

員

道 路 の 延

長

廃 止 の 場 所 備 考

起 点 終 点

３ ・ ５ ・

号 星 川

停 車 場 線

市 道 三 ツ

沢 第 301

号 線

令 和 ７ 年

月 ３ 日

     ｍ

11.0

     ｍ

約 293

星 川 二

丁 目

星 川 一

丁 目

―

市 道 天 王

町 第 号

線

令 和 ７ 年

月 ３ 日

    ｍ

6.0

      ｍ

約 22.4

星 川 一

丁 目

星 川 一

丁 目

―

 

25 42
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22 10
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横 浜 市 公 告 第 563 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日  

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

    6.00 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    港 南 区 日 野 三 丁 目 465 番 の ４ 、 465 番 の ５ の 各 一 部

25 42

10

40 71

25
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横 浜 市 公 告 第 564 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 168 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    8.00 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    130.00 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    磯 子 区 栗 木 一 丁 目 番 の 地 先 か ら 栗 木 一 丁 目 番 の 地 先 ま

  で
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横 浜 市 公 告 第 565 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ７ 年 ９ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    99.45 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    泉 区 下 和 泉 四 丁 目 1,831 番 の ８ 地 先 か ら 1,831 番 の 地 先 ま で

  及 び 1,831 番 の 地 先 か ら 1,831 番 の 地 先 ま で
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横 浜 市 公 告 第 566 号

　 　 　 市 有 地 の 売 払 い に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行

  次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

契 約 事 務 受 任 者                

横 浜 市 港 湾 局 長   新   保   康   裕

１   競 争 入 札 に 付 す る 事 項

    件 名

      市 有 地 の 売 払 い

    物 件 の 所 在 等

物 件

番 号
土 地 の 所 在 地 目 地 積 （ ㎡ ）

2872 中 区 新 山 下 三 丁 目 ７ 番 222 宅 地     201.98

2873 中 区 本 牧 ふ 頭 ５ 番 416 外 宅 地     392.46

    地 積 欄 は 、 登 記 記 録 上 の 面 積

    最 低 売 却 価 格

      物 件 番 号 2872 番   40,600,000 円

      物 件 番 号 2873 番   79,910,000 円

    入 札 に 付 す 条 件

      市 有 地 公 募 売 却 事 業 一 般 競 争 入 札 売 払 募 集 要 領 （ 以 下 「 募 集

    要 領 」 と い う 。 ） に よ る 。      

２   入 札 参 加 資 格

    地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 238 条 の ３ の 規 定 に 該

    当 し な い 者 で あ る こ と 。

    地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 年 政 令 第 号 ） 第 167 条 の ４ の 規

    定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

    横 浜 市 の 市 有 地 一 般 競 争 入 札 売 払 へ の 入 札 参 加 資 格 を 停 止 さ

    れ て い る 者 で な い こ と 。

    横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

    ２ 条 又 は 第 ７ 条 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

    神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 年 神 奈 川 県 条 例 第 号 ） 第

    条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 す る 事 実 が な い 者 で あ る こ と 。

    無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

    年 法 律 第 147 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 処 分 を 受 け て い る 団

    体 若 し く は そ の 代 表 者 、 主 幹 者 そ の 他 の 構 成 員 又 は 当 該 構 成 員

    を 含 む 団 体 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

３   募 集 要 領 の 交 付

    交 付 期 間

10

(１)

(２)

(３)

(４)

(１) 22 67

(２) 22 16

(３)

(４) 23 12 51

(５) 22 75

23

(６)

11

(１)
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      令 和 ７ 年 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜

    日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規

    定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で ）

    交 付 場 所

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ

      マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ほ か

      電 話   045 2264

４   入 札 参 加 申 込 の 受 付

    受 付 期 間

      令 和 ７ 年 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で

    受 付 場 所

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ

      マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課

      電 話   045 2264

    受 付 方 法

      書 留 郵 便 又 は 横 浜 市 電 子 申 請 ・ 届 出 シ ス テ ム に よ る こ と 。

５   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所

    入 札

      令 和 ７ 年 月 ４ 日 ま で

      書 留 郵 便 で 必 着

      （ 宛 先 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

              横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ

              シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ

              ン ト 推 進 課

    開 札

      令 和 ７ 年 月 ９ 日

      （ 所 在 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      （ 会 場 名 ） 横 浜 市 役 所 会 議 室   み な と １ 、 ２ 、 ３

６   入 札 保 証 金

    入 札 者 は 、 入 札 金 額 の 100 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 、 横 浜 市

  が 発 行 す る 納 付 書 に よ り 期 限 ま で に 横 浜 市 指 定 金 融 機 関 に 納 付 し

  な け れ ば な ら な い 。

７   入 札 の 無 効

    次 の 入 札 は 無 効 と す る 。

    第 ２ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札

    募 集 要 領 に お け る 入 札 要 領 第 ８ 条 に 定 め る 入 札

８   契 約 書 作 成 の 要 否

    横 浜 市 が 定 め る 売 買 契 約 書 に よ る 契 約 書 の 作 成 を 要 す る 。

10 11 11

23

45

(２)

50 10

(671)

(１)

10 28 11 11

(２)

50 10

(671)

(３)

(１)

12

50 10

(２)

12

50 10

(１)

(２)
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達

　

達 第 号

庁 中 一 般  

  横 浜 市 保 育 所 処 務 規 程 （ 昭 和 年 ９ 月 達 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 ３ 条 第 １ 項 第 ６ 号 中 「 200,000 円 」 を 「 300,000 円 」 に 改 め る

。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 適 用 ）

２   こ の 達 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 保 育 所 処 務 規 程 第 ３ 条 第 １ 項 第 ６

  号 の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

19

43 32

10

10
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達 第 号

                                                  庁 中 一 般

  横 浜 市 衛 生 研 究 所 処 務 規 程 （ 昭 和 年 ３ 月 達 第 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 ５ 条 第 １ 項 第 ８ 号 中 「 600,000 円 」 を 「 900,000 円 」 に 改 め る

。

  同 条 第 ２ 項 第 号 中 「 100,000 円 」 を 「 300,000 円 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

20

34 11

10

13
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水 道 局

　

水 道 局 公 告 第 ３ 号

　 　 　 水 道 局 所 有 地 の 売 払 い に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行

  次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   山   岡   秀   一

１   競 争 入 札 に 付 す る 事 項

    件 名

      水 道 局 所 有 地 の 売 払 い

    物 件 の 所 在 等

物 件

番 号
土 地 の 所 在 地 目

地  積

（ ㎡ ）

2871
港 北 区 新 羽 町 2,375 番 の

４
水 道 用 地

450.88

（ 450 ）

      地 積 欄 は 、 地 積 測 量 図 面 積 、 （ ） 内 が 登 記 記 録 上 の 面 積

    最 低 売 却 価 格

      物 件 番 号 2871 番   44,310,000 円

    入 札 に 付 す 条 件

      市 有 地 公 募 売 却 事 業 一 般 競 争 入 札 売 払 募 集 要 領 （ 以 下 「 募 集

    要 領 」 と い う 。 ） に よ る 。

２   入 札 参 加 資 格

    地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 238 条 の ３ の 規 定 に 該

    当 し な い 者 で あ る こ と 。

    地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 年 政 令 第 号 ） 第 167 条 の ４ の 規

    定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

    横 浜 市 の 市 有 地 一 般 競 争 入 札 売 払 へ の 入 札 参 加 資 格 を 停 止 さ

    れ て い る 者 で な い こ と 。

    横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

    ２ 条 又 は 第 ７ 条 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

    神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 年 神 奈 川 県 条 例 第 号 ） 第

    条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 す る 事 実 が な い 者 で あ る こ と 。

    無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

    年 法 律 第 147 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 処 分 を 受 け て い る 団

    体 若 し く は そ の 代 表 者 、 主 幹 者 そ の 他 の 構 成 員 又 は 当 該 構 成 員

    を 含 む 団 体 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

３   募 集 要 領 の 交 付

    交 付 期 間

10

(１)

(２)

(３)

(４)

(１) 22 67

(２) 22 16

(３)

(４) 23 12 51

(５) 22 75

23

(６)

11

(１)
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      令 和 ７ 年 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜

    ﻿日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規

    ﻿定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で ）

    交 付 場 所

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ

      マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ほ か

      電 話    045 2264

４   入 札 参 加 申 込 の 受 付

    受 付 期 間

令 和 ７ 年 月 日 か ら 令 和 ７ 年 月 日 ま で

    受 付 場 所

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

      横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ シ リ テ ィ

      マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課

      電 話    045 2264

    受 付 方 法

      書 留 郵 便 又 は 横 浜 市 電 子 申 請 ・ 届 出 シ ス テ ム に よ る こ と 。

５   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所

    入 札

      令 和 ７ 年 月 ４ 日 ま で

      書 留 郵 便 で 必 着

      （ 宛 先 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

              横 浜 市 財 政 局 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室 フ ァ

              シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 部 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ

              ン ト 推 進 課

    開 札

      令 和 ７ 年 月 ９ 日

      （ 所 在 ） 中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の 10

      （ 会 場 名 ） 横 浜 市 役 所 会 議 室   み な と １ 、 ２ 、 ３

６   入 札 保 証 金

    入 札 者 は 、 入 札 金 額 の 100 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 、 横 浜 市

水 道 局 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 期 限 ま で に 横 浜 市 水 道 局 出 納

取 扱 金 融 機 関 又 は 横 浜 市 水 道 局 収 納 取 扱 金 融 機 関 に 納 付 し な け れ

ば な ら な い 。

７   入 札 の 無 効

    次 の 入 札 は 無 効 と す る 。

    第 ２ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札

    募 集 要 領 に お け る 入 札 要 領 第 ８ 条 に 定 め る 入 札

８   契 約 書 作 成 の 要 否

10 11 11

23

45

(２)

50 10

(671)

(１)

10 28 11 11

(２)

50 10

(671)

(３)

(１)

12

50 10

(２)

12

50

(１)

(２)

42

横浜市報　定期第211号　令和７年10月３日



    横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者 が 定 め る 売 買 契 約 書 に よ る 契 約 書 の 作 成

  を 要 す る 。
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交 通 局

　

  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公

布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 号 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 就 業 規 程 （ 平 成 年 ７ 月 交 通 局 規 程 第 ８ 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 改 め る 。

第 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 条   乗 務 員 （ 高 速 鉄 道 を 運 転 す る 者 （ 教 習 期 間 を 含 む 。 以 下 「

地 下 鉄 乗 務 員 」 と い う 。 ） ま た は 、 乗 合 自 動 車 、 貸 切 自 動 車 及 び

特 定 自 動 車 に 乗 務 す る 運 転 手 （ 教 習 期 間 を 含 む 。 以 下 「 バ ス 乗 務

員 」 と い う 。 ） を い う 。 ） 等 の 服 務 に つ い て は 、 こ の 規 程 に 定 め

る も の の ほ か 、 横 浜 市 交 通 局 自 動 車 乗 務 員 服 務 規 程 （ 平 成 年

月 交 通 局 規 程 第 号 ） 及 び 横 浜 市 高 速 鉄 道 係 員 服 務 規 程 （ 平 成

年 ４ 月 交 通 局 達 第 ８ 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。

  第 条 第 ３ 項 中 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 改 め る 。

  第 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 条   削 除

  第 条 第 ３ 項 中 「 １ 日 を 通 じ 、 始 業 の 時 刻 か ら 連 続 し 、 又 は 終 業

の 時 刻 ま で 連 続 す る 」 を 「 １ 日 に つ き 」 に 改 め る 。

  第 条 の ２ 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２   介 護 時 間 は 、 育 児 休 業 法 第 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 範 囲 内 で

請 求 す る 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な

い 時 間 が あ る 日 に つ い て は 、 当 該 日 に つ き ２ 時 間 か ら 当 該 部 分 休

業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 時 間 を 減 じ た 時 間 を 超 え な い 範 囲 内

の 時 間 と す る 。

  第 条 中 「 前 条 第 ２ 項 た だ し 書 き 」 を 「 第 条 第 ２ 項 た だ し 書 き

」 に 改 め る 。

  第 条 第 ３ 項 中 「 １ 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 」 の 次 に 「 又 は 全 部 」 を

加 え る 。

  第 条 の ２ を 第 条 の ２ の ２ と す る 。

  第 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 職 員 に 対 す る 措 置 を 講 じ る 期 間 ）
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第 条 の ２   横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月

横 浜 市 条 例 第 ３ 号 ） 第 ５ 条 の ３ 第 ２ 項 で 定 め る 期 間 は 、 対 象 職 員

の 子 が １ 歳 か 月 に 達 す る 日 の 翌 々 日 か ら ２ 歳 か 月 に 達 す る 日

の 翌 日 ま で の １ 年 間 と す る 。

  第 条 中 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 改 め る 。

  第 条 中 「 、 女 子 、 未 経 験 者 」 を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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正 誤

　

　

  令 和 ７ 年 定 期 第 207 号 ペ ー ジ 下 か ら ３ 行 目

「 第 ３ 条 第 ３ 項 中 「 の 適 用 を 受 け る 」 を 「 に よ り 授 業 料 を 徴 収 さ れ

る 」 に 、 「 入 学 の 」 を 「 当 該 入 学 の 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 を 削 る

。 」

は

「 第 ３ 条 第 ３ 項 中 「 の 適 用 を 受 け る 」 を 「 に よ り 授 業 料 を 徴 収 さ れ

る 」 に 、 「 入 学 の 」 を 「 当 該 入 学 の 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 を 削 る

。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 」

の 誤 り 。
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